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それでは，今議会に提案しております議案のうち，   

先議以外の議案の主なものについて，御説明申し上げます。 

 

 議案第９０号 総社市公益的法人等への職員の派遣等に

関する条例の制定につきましては，公益的法人への職員派遣

に関する手続等の透明化，職員の身分取扱等の明確化を図る

ため，必要な事項を定めようとするものでございます。 

次に，議案第９２号 総社市火災予防条例の一部改正に 

つきましては，消防法令に関する重大な違反のある防火対象

物について，法令違反の内容を公表することにより，防火 

管理業務の適正化及び消防用設備等の設置促進を図るため，

関係条文の整備を行おうとするものでございます。 

次に，議案第９３号 総社市イメージキャラクター条例 

の制定につきましては，子育て王国そうじゃのマスコット 

キャラクターであるチュッピーを本市のイメージキャラ 

クターとし，その活用を促進することにより，市民の郷土愛

の醸成を図り，もって活力あるまちづくりに資するため， 

必要な事項を定めようとするものでございます。 
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次に，議案第９４号 財産の取得につきましては，現在 

建設中の総社市学校給食センター（仮称）において必要と 

なる厨房機器を購入するに当たり，予定価格が２千万円以上

であることから，市議会の議決を得ようとするものでござい

ます。 

次に，議案第９６号 総社市国民宿舎指定管理者の指定に

つきましては，国民宿舎サンロード吉備路の指定管理者の 

指定について，地方自治法の規定により，市議会の議決を 

経ようとするものでございます。 

次に，議案第９７号から議案第１００号までの４議案に 

つきましては，農業共済事業のより一層の合理的で効率的な

運営を目的に，県内全域を対象とした岡山県農業共済組合が

設立されることに伴う，倉敷地区農業共済事務組合の解散に

係るものでございます。 

次に，議案第１０１号 総社市営住宅条例の一部改正に 

つきましては，美袋住宅１４戸を除却することに伴い，関係

条文の整備を行おうとするものでございます。 
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次に，議案第１０２号 総社市下倉住宅条例の廃止に  

つきましては，老朽化した下倉住宅の建物全戸を除却する 

ため，条例を廃止しようとするものでございます。 

次に，議案第１０３号 工事委託契約の締結につきまして

は，総社市特定環境保全公共下水道美袋浄化センター災害 

本復旧工事について，工事委託契約を締結しようとするもの

で，予定価格が１億５千万円以上であることから，市議会の

議決を得ようとするものでございます。 

次に，議案第１０４号 工事委託契約締結の変更につき 

ましては，総社市富江汚水中継ポンプ場水処理設備工事及び

電気設備工事において，工事費等の減額が生じたため，工事

委託変更契約を締結するに当たり，市議会の議決を得た工事

の変更契約であることから，市議会の議決を得ようとする 

ものでございます。 

 次に，議案第１０５号 から 議案第１０７号 まで につき

ましては，総社市一般会計補正予算（第１０号），総社市  

国民健康保険特別会計補正予算（第３号），総社市公共   

下水道事業費特別会計補正予算（第５号）でございます。 
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次に，議案第１０８号 工事請負契約の締結につきまして

は，総社小学校既存校舎解体工事について，工事請負契約を

締結しようとするもので，予定価格が１億５千万円以上で 

あることから，市議会の議決を得ようとするものでござい 

ます。 

 

今議会に提案しております議案は，先議９件を除きまして， 

報告に関するもの            １件 

条例の制定及び一部改正等に関するもの  ８件 

指定管理者の指定に関するもの      ２件 

平成３０年度補正予算に関するもの    ３件 

その他に関するもの           ７件 

計 ２１件 でございます。 

 

引き続きまして，担当職員から説明を申し上げますので，

いずれの議案につきましても，十分御審議をいただき，適切

な御議決を賜りますようお願い申し上げまして，提案説明と

させていただきます。 


